
令和 5年度

工 事 （ 起 工 ） 設 計 書

業 務 名：八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事

業務場所：琴浦町大字八橋 239-13



仕 様 書

１ 総則

本工事の使用指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

（１）特記事項 下記のとおり

（２）図面

（３）設計書

２ 特記事項

（１）工事概要

工事名 八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事

工事場所 琴浦町大字八橋 239-13

（２）工事内容

・仮設工事 一式

・既存屋根・樋・軒天撤去 一式

・屋根張替工事 一式

・軒天張替工事 一式

・樋修繕工事 一式

・塗装工事 一式

３ 工事完成期限

契約締結日から令和６年３月８日まで

４ 作業時間

9：00～17：00（公民館の開館時間に準ずる）

５ 用地及び附帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等は、

全て請負者によって処理しなければならない。但し、施工必要不可欠なものを除く。

６ 安全管理

（１）工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

（２）工事期間中は、施設利用者の出入りについては極力支障のないよう努力して施工すること。

（３）作業休日日は、鉄板等により通行を確保するよう努めること。

（４）工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷を確認するため、事前調査を必ず行うこと。

（５）事前調査については施工計画書に明示し、必ず現場着手前に工事区間内の調査を完了する

７ その他

（１）作業を行う前に、施設管理者と事前協議を行うこと。

（２）処分品が発生した場合、旧機材の処分は受注者が行うこと。

（３）可能な限り早期に着手すること

（４）器材の取替及び修繕に伴う瑕疵担保期間は２年とする。

（５）着工前、工事作業中、着工後の写真を提出すること。



（６）使用材料は、事前に発注者へ申請し許可を得ること。


